
 

 

   厚木市緊急通報システム事業運営要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、ひとり暮らし老人及び高齢者世帯並びに重度障害者の緊急事

態における臨機の処置を図るために実施する緊急通報システム事業（以下「事業」

という。）について、必要な事項を定めるものとする。 

（対象者） 

第２条 この事業は、市内に住所を有し、かつ、居住する者で、自宅に当該事業の

利用が可能な電話回線を有するもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの

に対して実施する。 

 (1) 厚木市ひとり暮らし老人登録台帳に記載されている者又は緊急時に他の世帯

員による対応が困難な65歳以上の者で構成される世帯に属するもので、次のい

ずれかの身体上慢性疾患等のため常時注意を要する状態にあるもの 

  ア 脳血管疾患、心疾患及び呼吸器疾患 

  イ その他医師の意見に基づく常時注意を要する疾患 

 (2) 身体障害の状態により常時注意を要する状態にある者で、緊急時に他の世帯

員による対応が困難である次のいずれかの世帯に属するもの 

  ア 身体障害者手帳１級又は２級の者で構成される世帯 

  イ 重度障害者と65歳以上の者で構成される世帯 

 (3) 前２号に規定する者に準ずる者として、市長が特に認めたもの 

（事業の委託） 

第３条 この事業は、緊急通報システムを業とする法人（以下「受託者」という。）

に委託して行うものとする。 

（事業の内容） 

第４条 この事業は、電話回線を使用し、対象者に受託者の携帯用無線発報器、有

線発報器、無線受信器及び専用送信器（複数の機器が一体となっているものを含

む。以下「貸与機器」という。）を貸与することにより行うものとし、対象者

は、緊急事態にあっては、貸与機器により受託者に通報する。 

２ 受託者は、緊急通報受信室に専用受信機及びデータ処理機を設置し、対象者が

緊急時に発した通報を受けた場合は、電話による確認又は必要に応じ対象者の住

居に直行し、関係者及び関係機関に連絡する等適切な処置を行うものとする。 

 

 

（申請手続等） 



 

 

第５条 この事業の適用を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、緊急

通報システム事業申請書により市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により申請を受理したときは、申請者の健康状態及び家庭

状況等を調査の上、事業の適用の要否を決定し、適用するときは緊急通報システ

ム事業決定通知書により、適用しないときはその旨を申請者に通知するものとす

る。 

３ 市長は、前項の規定により決定通知を受けた者（以下「利用者」という。）と

緊急通報システム機器貸与契約書により契約を締結する。 

４ 市長は、前項の規定により契約を締結したときは、受託者に対して、緊急通報

システム事業連絡通知書によりその旨を通知するものとする。 

５ 受託者は、前項の規定による通知を受理したときは、第４条に規定する事業を

実施するものとする。 

（貸与機器の使用制限等） 

第６条 利用者は、貸与機器の現状を変更し、転貸し、又はこの事業の目的以外に

使用してはならない。 

２ 利用者は、貸与機器を損傷し、又は忘失したときは、直ちに市長に届け出なけ

ればならない。この場合において、利用者の故意によるものと認められるときは、

その損害を保障しなければならない。 

（届出） 

第７条 利用者は、入院等により居宅を長期間にわたり不在にするとき又は次に掲

げる事項に変更があったときは、速やかに緊急通報システム事業変更届により市

長に届け出なければならない。 

 (1) 住所又は氏名 

 (2) 電話番号 

 (3) 緊急連絡先（別居親族を含む） 

（事業の取消し） 

第８条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、緊急通報システ

ム事業取消通知書により事業の取消しをするものとする。 

 (1) 第２条に規定する対象者に該当しなくなったとき。 

 (2) 施設等に入所したとき。 

 (3) この事業の取消しを申し出たとき。 

２ 市長は、前項の規定により事業の決定を取り消したときは、直ちに受託者にそ

の旨を通知し、受託者は貸与機器の撤去等取消しに伴う必要な処理を行うものと

する。 



 

 

（費用負担） 

第９条 利用者は、緊急時の発報及び定時発報に要する電話料金を負担するものと

する。 

（関係機関との連携） 

第10条 市長は、この事業を円滑に運営するため警察署、消防署等の行政機関と密

接な連係を保つとともに、民間関係団体等の協力を得るよう努めるものとする。 

（登録台帳の整備等） 

第11条 市長は、この事業の実施に当たり、対象者に関する必要な事項を把握する

ため、緊急通報システム利用登録台帳を整備するものとする。 

２ 市長は、第５条第３項に規定する契約が成立した日の属する年度を初年度とし

て、３年ごとに対象者に関する現況調査を実施するものとする。 

 

  附 則 

 この要綱は、昭和60年８月１日から施行する。 

 ただし、第３条及び第５条の規定は、昭和60年７月10日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、昭和63年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、平成13年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、平成20年４月１日から施行する。 

  附 則 

１ この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

２ 厚木市ひとり暮らし重度障害者等緊急通報システム事業要綱（平成12年４月１

日施行）は、廃止とする。 

  附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 


